
 

３歳４か月児健診までに 

済ませておく予防接種について 
   

 

新型コロナウイルス感染症の流行に関わらず、予防接種は必要です。 

有効期限の早いものから接種してください。 

 

【予防接種の種類】         【有効期限】       

● 麻しん風しん混合（ＭＲ１期）  ・・・２歳未満までに、１回受けましょう 

● 水痘   ・・・・・・・・・・・・・・３歳未満までに、２回受けましょう 

● ヒブ（Ｈｉｂ）、小児用肺炎球菌 ・・・５歳未満までに、決まった回数を受けましょう 

                  ※接種開始月齢により、接種回数が異なりますので、 

                ご不明な点がありましたら、かかりつけ医に相談するか、 

                保健センターへ電話で確認ください。 

●  ４種混合    ・・・・・・・・・・７歳６カ月未満までに、４回受けられますが、                 

現時点で３回済んでいますか？まだの方はお急ぎく

ださい。    

● 日本脳炎  ・・・・・・・・・・・・３歳になったら接種をしましょう 

 

 

お子様の体調の良い時に、早めに接種してください。 

有効期限を過ぎると、有料(任意接種)になります。 

 

予防接種券・予診票は、生後２か月頃に郵送されています。 

 

接種間隔については、種類により必要な間隔がそれぞれ定められていますので、 

予防接種券・予診票で確認のうえ、間違えないようにご注意ください。 

 

 

  [問い合わせ先]  

いきいき健康課(健康センター松任)  TEL：076-274-2155 

     鶴来保健センター          TEL：076-272-3000     

◎午前８時半～午後５時１５分まで(土日・祝祭日・年末年始はお休みです) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


